
船舶事故調査報告書 

令和６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年７月４日 １２時００分ごろ 

発生場所 青森県むつ市大畑漁港北方沖 

 下風呂港北防波堤灯台から真方位０８７°４.８海里付近 

 （概位 北緯４１°２８.４′ 東経１４１°１１.９′） 

事故の概要  漁船第十八輝
てる

丸は、操業しながら漂泊中、また、漁船第八十八大島
おおしま

丸は、北西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年７月７日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第十八輝丸、９.７トン 

   ＨＫ２－１９６０２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第八十八大島丸、４.７トン 

   ＡＭ３－３５４６７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部のいか
．．

釣り漁具に曲損等 

Ｂ 左舷船首部のいか
．．

釣り漁具に曲損等 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船首を北西に向けていか
．．

釣り漁

の操業をしながら漂泊中、船長Ａが、いか釣り機の糸が船底に入り込

まないよう機関を後進にかけることとし、右舷船尾方を確認したとこ

ろ、船尾方から接近するＢ船を間近に認めたが、どうすることもでき

ず、右舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、操業に意識を向けていたので、船尾方を確認するまで接

近するＢ船の存在に気付いていなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、船長Ｂが単独で操船し、魚群

探索をしながら、約３ノットの対地速力で北西進中、魚群探知機を見

ていた船長Ｂが、ふと前路に視線を向けたところＡ船を間近に認めた

が、どうすることもできず、Ａ船と衝突した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、それぞれが所属する漁業協同組合に本事故の

発生を連絡した後、自力で帰港し、Ｂ船が所属する漁業協同組合は、

海上保安庁へ本事故の発生を通報した。 

分析 Ａ船は、操業しながら漂泊中、船長Ａが、操業に意識を向けていた

ことから、接近するＢ船に気付くのが遅れ、衝突を回避することがで



きず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、北西進中、船長Ｂが魚群探索に意識を向けていたことか

ら、前路で操業中のＡ船に気付くのが遅れ、衝突を回避することがで

きず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が操業しながら漂泊中、Ｂ船が北西進中、船長Ａが

操業に意識を向け、また、船長Ｂが魚群探索に意識を向けていたた

め、互いに相手船に気付くのが遅れ、衝突を回避することができず、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、操船に意識を向け、常時、周囲の見張りを適切

に行うこと。 

・船長は、漂泊中であっても、接近する他船を早期に発見できるよ

う、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


